
１　特例解散した厚生年金基金の名称及び責任準備金相当額

自主解散型基金名

責任準備金相当額

２　猶予を受けた期間及び額

設立事業所 納付猶予を受けた期間 納付猶予を受けた額

事業所１ 1 年 309,772円

事業所２ 2 年 445,883円

事業所３ 1 年 1,084,200円

事業所４ 2 年 1,754,433円

事業所５ 1 年 5,473,100円

事業所６ 1 年 9,473,847円

事業所７ 1 年 4,230,259円

事業所８ 1 年 2,264,618円

事業所９ 4 年 10,260,948円

事業所１０ 4 年 1,102,974円

事業所１１ 1 年 8,439,397円

事業所１２ 3 年 6,967,513円

事業所１３ 1 年 4,247,156円

事業所１４ 3 年 3,500,419円

事業所１５ 1 年 1,584,059円

事業所１６ 4 年 3,354,450円

事業所１７ 4 年 342,626円

事業所１８ 4 年 5,471,223円

事業所１９ 1 年 5,605,926円

事業所２０ 4 年 1,882,566円

事業所２１ 1 年 14,195,047円

事業所２２ 1 年 3,751,052円

事業所２３ 1 年 33,220,652円

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく
公表事項

メルコ連協厚生年金基金

15,518,408,139円



事業所２４ 1 年 2,628,365円

事業所２５ 1 年 4,714,629円

事業所２６ 1 年 4,543,785円

事業所２７ 4 年 964,516円

事業所２８ 1 年 7,377,726円

事業所２９ 1 年 9,067,858円

事業所３０ 1 年 2,250,537円

事業所３１ 4 年 1,602,833円

事業所３２ 1 年 2,639,160円

事業所３３ 1 年 14,085,688円

事業所３４ 1 年 511,592円

事業所３５ 1 年 586,689円

事業所３６ 1 年 13,053,585円

事業所３７ 1 年 366,563円

事業所３８ 4 年 11,604,230円

事業所３９ 4 年 2,839,573円

事業所４０ 1 年 2,175,441円

事業所４１ 1 年 4,430,672円

事業所４２ 1 年 4,435,835円

事業所４３ 1 年 290,998円

事業所４４ 1 年 1,973,151円

事業所４５ 1 年 1,495,821円

事業所４６ 1 年 22,551,838円

事業所４７ 1 年 3,445,035円

事業所４８ 1 年 5,152,064円

事業所４９ 4 年 936,355円

事業所５０ 1 年 3,796,110円

事業所５１ 1 年 2,173,094円

事業所５２ 1 年 110,297円

事業所５３ 1 年 8,764,658円

事業所５４ 4 年 6,521,630円

事業所５５ 1 年 4,931,469円

事業所５６ 1 年 13,609,766円

事業所５７ 1 年 607,809円

事業所５８ 4 年 1,528,676円

事業所５９ 1 年 2,514,312円

事業所６０ 3 年 1,216,088円

事業所６１ 7 年 19,132,148円

事業所６２ 7 年 2,642,445円



事業所６３ 7 年 6,398,191円

事業所６４ 7 年 6,946,392円

事業所６５ 7 年 12,024,768円

事業所６６ 7 年 2,618,978円

事業所６７ 4 年 5,421,472円

事業所６８ 4 年 5,400,820円

事業所６９ 4 年 1,232,046円

事業所７０ 4 年 1,047,591円

事業所７１ 1 年 7,855,056円

事業所７２ 2 年 12,834,399円

事業所７３ 1 年 16,583,104円

事業所７４ 1 年 3,104,756円

事業所７５ 7 年 3,924,242円


